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｢地域看護実習｣の試みと検討

- ｢在宅ケア｣のニーズが高まる中で-
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大柴弘子　柳沢節子　押木貞雄

A LLrial on the edtICation of "communit,y ntlrSing"

-In response to the increasirLg need for "home care"-

Because of the progressive population aglng, the need for "Home care" has

been rapidly increased in recent years. In response to this need, we have modi丘ed

the curriculum of our school as follows :

1. Changed the title from "Practice in public health nursing" to "Practice in

community nursing", also, changed to the contents and the amount of hours.

2. Placed, in curriculum, "practice in community nursing" not as a part of

anyone of such subjects as "Pediatric nursing", "Maternity nursing", "Adult

nursing" and "Nur･sing general" but as a common subject to all of them.

Future problems :

1. In practice we are planning to emphasize on "Home care" and "Home visit

nursing".

2. As a nurse has to meet health need of thecommunity people, We are neces-

sary educate our students to be nurses who will be able to practice nursing,

standing the side of the community people.

Key words : community nursing, home care, community need, nursing practice,

nursing education

1.はじめに

近年,老人人口の増加,在宅療養者の増加

に伴い｢在宅ケア｣注1)のニーズが高まって

いる｡また,従来の疾病中心の看護から,日

常生活の場に根ざした看護が求められている｡

これらのニーズに対し現在の看護教育が,ど

のように対応していくべきかが,今,問わ九

ている｡

この部分と関連が深いカリキュラムの一つ

に,指定規則では｢保健所等実習｣ 45時間の

修得が規定されている1)｡この教育要件を満

たすための,講義内容を見ると,各看護学校

で教育のねらいをどこに置くかにより,所要
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時間数,内容は多種多様である｡

ところで,信州大学医療技術短期大学部(以

下,当医短と略す)では昭和49年に開校以来

｢保健所等実習｣ 45時間の規定に当たるもの

は, ｢公衆衛生看護学実習｣の名称で,その

内容は保健所実習を1週間行ってきた｡2)と

ころが,昭和62年度からはその名称を｢地域

看護実習｣と改め3), 63年度から実習目標･内

容も変更した｡その中で様々な疑問,問題が

生じたので,この間の経過･内容を記録に留

め,報告することは今後の看護教育を考え実

践していく上で意味のあることであると考え

た｡そこで,以上の経過を記すと共に｢地域

看護実習｣の新たな試みと検討について述べ

たいと思う｡

ここでは主に次の点について述べる｡ 1つ

は,当医短が｢公衆衛生看護学実習｣を｢地

域看護実習｣と名称,および内容変更した背

景と経過, 2つは, ｢地域看護実習｣におけ

る問題の検討, 3つめは, ｢地域看護実習｣

の実施と模索,最後に,以上の中から今後の

短大看護教育における｢地域看護実習｣の課

題と方向を考察する｡

2. ｢公衆衛生看護学実習｣から｢地域看護実

習｣に変更した背景および経過

2.1 ｢在宅ケア｣のニーズ

近年,在宅療養者の急増により在宅ケアの

ニーズが高まっているが,その原因の一つに

人口の老齢化に伴う疾病構造の変化がある｡

厚生省人口問題研究所の調査によると,昭和

62年現在の65才以上の老齢人口の占める割合

は, 10.5%で(全人口の9-10人に1人),

平成12年には15.6%,平成32年には21.8%

(4.6人に1人)となるであろう　と,言われ

ている｡4)この急速な人口の老齢化は,就業

構造,経済,さらに社会環境,生活条件,そ

して,疾病構造にも大きな変化をもたらす｡

疾患を年次別に見ると,昭和30年から昭和

60年までの間に｢感染症および寄生虫症｣が

低下し,変わって｢循環器の疾患｣が上昇し

ている5)｡また,各年令階級別の疾病保有率

は, 75才以上の高年令層においてその上昇が

著しく,昭和60年には,昭和30年の約8倍に

なっている6)｡今後,人口の老齢化が急速に

進むことに伴い有病率は増加し,そして慢性

的,長期的疾患が増大することが明らかであ

る｡

そのため,病院が退院患者を家庭に訪問し

てケアを実施する動きが起こって来た｡昭和

60年に日本看護協会が行った調査結果でも,

近年,訪問看護を実施する医療機関は増加し

ていることがわかる7)｡そして,訪問開始の

理由を見ると｢入院治療を要するほどではな

いのに退院出来ない患者が増えたため｣ 18. 6

%と｢往診,通院患者の在宅患者の可能性を

高める為｣ 15.6%が,最も多い8)0

もう一つ,在宅療養が増加する理由に,荏

宅ケアが人間にとって自然で,何よりも現在

の病院でのケアよりも望まれているからだと

言えるだろう｡鈴木は, ｢在宅ケアこそ人間

性,人間尊重の本来の姿であって,入院の方

がむしろ補完的立場と考えるべきである｡医

学的,看護学的レベルには,在宅の独自性は

あるにしても,病院内に匹敵する水準である

べきだと考えるのが妥当である｣9)とこの問

題について提言している｡看護の立場から言

うと,患者にとってほ,自分が慣れ親しんで

いる日常生活の場こそ,治療の原点になるで

あろう｡看護者は,患者にとって最も安全,

安楽に安らげる場の中でケアしていくことが,

患者の治癒を助けることになろう｡

以上のような社会状況を背景にして,従来,

地域保健･看護の領域を,公衆衛生を担当す
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る保健婦が主に担ってきたが,近年では,柄

院の看護職が地域に出向く機会が急増した｡

看護基礎教育では,このような状況をとら

え,社会のニーズに答えていくことが早急に

求められていると考えられる｡当医短でも,

この様な社会情勢の変化を踏まえてカリキュ

ラムの変更が試みられた｡

2. 2　｢公衆衛生看護学実習｣ (昭和49-62)

から｢地域看護実習｣ (昭和63-)に至った

経過

昭和49年に当医療短大が開設されて以降,

当医短の｢保健所等実習｣ 45時間にあたるも

のは｢公衆衛生看護学実習｣の名称で45時間,

1単位とし, 3年次に保健所実習を1週間行

って来た｡

｢公衆衛生看護学実習｣の目的は,公衆衛

生看護活動の実際を学び,総合保健医療のな

かにおける看護を理解するとしていた2)0

カリキュラムのなかでの｢公衆衛生看護学

実習｣の位置は,成人看護学の中におくこと

が一応了承されてきたが,あまりはっきりし

たものではなかったと思われる｡保健の講義

は, ｢小児｣ ｢母性｣ ｢成人｣の各概論保健と

｢総論｣の中に,それぞれ位置づけられてい

るが,これらを保健所実習につなげて統合し

た内容の授業を行うことはなかった｡

昭和51-57年度の｢公衆衛生看護学実習｣

は, ｢成人｣の教官1名が責任担当してきた｡

この間責任者は3回交替し,年度により,普

た仕事の負担のバランスから2-3人の者が

応援することで関わった｡

次いで,昭和58年度に, ｢成人｣の責任担

当者が退職したことで,後任に保健婦活動を

行ってきた者という理由から, ｢総論｣の看

護技術と｢成人｣の精神神経科を責任担当し

ていた者が,その責任も仮に兼ねることで引
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き継いだ｡そして新任の｢成人｣の責任者が

必要に応じ,応援した｡このとき,今後｢公

衆衛生看護学実習｣をどうカリキュラムの中

に位置づけたら良いか,と言う課題が生まれ

結論がでないまま一時的措置として,この形

をとっていた｡

昭和59年度には,保健所実習で行う保健の

部分は｢小児｣ ｢母性｣ ｢成人｣とも全体に共

通するので全員で関わるべきである,という

意見が出され,その結果,何らかの形で全員

が応援し分担した｡ 60年度も,同様の考えの

もとに全員で分担しあった｡

昭和58-60年度の間は, ｢公衆衛生看護学

実習｣の責任者としての柱を保留のままで,

前述した者が窓口となり,仮に責任の投割を

担っているかたちであった｡

昭和61年度になって,当医短では｢公衆衛

生看護学実習｣に当たる部分を軽視し過ぎる

のではないか,という反省が生まれた｡そこ

でまず責任担当者をきちんと据えることの必

要性が話し合われ,その結果,昭和61年度か

ら窓口として係りをしていた者が,責任者と

して決められた｡そのため,責任者は従来の

責任分担の総論技術を外し, ｢成人｣のみの

責任分担に変更することになった｡そして,

担当責任者は, ｢公衆衛生看護学実習｣に関

して問題提起し,数回の討論が繰り返された｡

その結果, (彰地域社会のニーズを考え,この

授業は今後重視していかなければならない

(卦カリキュラムの中でこの実習,授業の位置

づけを明確にする　③ ｢公衆衛生看護学実

習｣の理論的裏づけとなる講義時間をもうけ,

現在の｢保健｣の授業も含め,統合できるよ

うにして充実させること,などが話しあわれ

了解された｡

そして,昭和62年度から名称を｢地域看護

実習｣と改め,また責任担当者(保健婦,精
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神神経科の責任担当)のほかに, 2人の専任

担当を決めた(1人は医師,外科の担当, 1

人は保健婦,内科と看護学総論の担当)｡ま

た, ｢成人看護学総論Ⅱ (保健)｣の授業を

従来の15時間に,さらに15時間増し,ここで

上記③で話し合われた事柄を加えることとし

た｡

この経過のなかで主に問題になり,検討し

たことは, (かこの教科の位置づけをどうする

か(卦それに伴い教科として,どのような名

称を使用するのが適当か｡また,これらを話

し合うなかで　③看護用語を整理する必要が

生じた｡

3. ｢地域看護実習｣における問題の検討

ここでは, ｢地域看護実習｣と名称･内容

を変更する中で主に問題となり,検討したこ

とについて述べる｡

3.1看護用語概念の整理

看護が学として確立されて行くために,看

護用語のもつ概念を明確にしていく必要があ

る｡日常,頻繁に使う,例えば継続看護,諺

問着護,地域看護,公衆衛生看護などの用語

を見ても,使う人によって用語の意味してい

るところが必ずしも同じとは限らないため,

混乱しているのが現状である｡まず｢地域看

護実習｣に関連して使用されるこれらの用語

の整理を試みる｡

･継続看護

例えば｢継続看護｣について見ると,昭和

60年に福田らは,国公私立の看護短大の継続

看護教育の現状をアンケート調査し,その結

果を｢看護基礎教育における継続看護教育の

現状｣として報告している10)｡この中で, ｢-

-カリキュラムのなかで施設内看護から地域

看護に至る継韓看護教育の位置-･･･J ｢--

内科実習の中で継続看護の実際を試みている

が,事例の選択や展開方法等に限界を感じて

いる｡ --｣と書いていることから,ここ

での｢継続看護｣の意味は,病院から退院し

た人を訪問して看護していくことを指してい

るようである｡ (下線は筆者らによる｡以下

本文中の下線については筆者らによるもので

ある)福田らほ, ｢継続看護の概念白身が統一

されていないのが現状である｣11)と言いなが

ら,その概念を示さずにアンケートを取って

いるため,その回答結果には混乱がみられる｡

一万,国際看護婦協会(ICN)が1969年に

示した継続ケアの定義では｢その人にとって

必要なケアを必要なときに,必要な所で,逮

切な人によって受けるシステムである｣12)と

し,継続看護は,病院から家庭への継続ケア

だけでなく病院から他の病院-,病院から外

来へ,施設から他の施設へ,個から集団へ,

また,これらの逆方向へ,さらに病気の予防,

健康増進,リ-ビリまでと一貫した-ルスケ

アの諸側面を意味している｡筆者らは, ｢継

続看護｣の意味をICNの定義に沿って考え

ている｡

･訪問看護

次に｢訪問看護｣についてみると,日本看

護協会は｢訪問看護とは,なんらかの疾病や

障害をもつ人々に対して看護職が,その人の

生活の場に出向いて行う専門的サービスであ

る｡--｣13)と定義している｡この定義だと,

疾病や障害がなく現在は健康であるが将来,

健康障害が予測されるケースに生活指導のた

めに訪問する場合は,訪問看護とは言わない

ことになる｡

看護学大辞典によると,訪問看護について

｢看護者が,看護対象者の旦塁に出向き,そ

の生活の場の中で展開する看護活動を指す｡

--｣14)としている｡看護対象者は,当然疾
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病や障害をもつ人以外に健康者も含まれる｡

｢訪問看護｣は,狭義では前者を意味し,

広義では後者を意味すると考えた方が良いの

だろうか｡筆者らとしては, ｢訪問看護｣の

概念を,後者で定義している旦塁を生活の場

と変えて,ほかはそのまま使用したら都合が

良いと考え,そのような内容で使用する｡

･公衆衛生看護,地域看護

｢公衆衛生看護｣は,あるときほ｢臨床看

護｣の対概念のように使われる事もある15)0

また, ｢臨床看護｣の対概念として｢地域看

護｣を使うこともある16)｡さらに, ｢地域看

護｣の対に｢施設内看護｣を使うこともあ

る17).それでは｢公衆衛生看護｣と｢地域看

護｣は,同じ概念かというと,そうではない｡

公衆衛生看護は, ｢看護の技術と公衆衛生

と社会的扶助のある側面を結びつける看護の

特殊分野であって健康の増進,社会的,物理

的環境の改善,疾病ならびに不能の予防,あ

るいは回復期の措置を意図し,公衆衛生事業

全体の一翼として活動するものである｣ (W

HO看護専門委員会1959)018)また,日本看

護協会保健婦部会では次のように定義してい

る. ｢公衆衛生看護は看護の一分野である｡

看護とは健康であると不健康であるとを問わ

ず,個人または集団の健康の保持増進および

健康への回復を援助することである｡すなわ

ち人間の生命および体力を守り,生活環境を

整え,日常生活への適応を助け,早期に社会

復帰できるように支援することである｡公衆

衛生看護は看護の分野におけるこれらを社会

的,公衆衛生的にとらえ処理してゆくもので

あり,臨床看護が主として医療施設において

なされるのに対して公衆衛生看護は一定の地

区,または特定の集団を対象として個別的に

集団的になされる働きである｡｣19)

一方地域看護は, ｢病院などにおける施設
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内看護に対し,退院後や通院不能の居宅療養

者を対象に訪問して行う看護｡ ---｣ 20)とし,

また, ｢広義には,地域住民を対象とした保

健看護活動を言う｡訪問看護の内容をもつ｡

---｣21)としている｡

｢地域看護｣は,その人の日常生活の場を

基盤に看護を行うことが求められる｡ ｢公衆

衛生看護｣においても,この本質は,同様で

ある｡

しかし, ｢公衆衛生看護｣は,看護の技術

と公衆衛生と社会的扶助のある側面を結びつ

ける特殊分野であり,また個に対するだけで

なく,地域集団に対する看護過程の技術も必

要となる｡ ｢公衆衛生看護｣は,地域集団を

対象とした技術と実践が伴う｡

松野が述べているように22), ｢公衆衛生看

護｣は, ｢地域看護｣の一領域であり,公衆

衛生看護学に基づく特殊な実践領域である,

と考えた方が良いと思われる｡

ところで,人の生活の場を｢地域｣ととら

えたとき,どのような場を考えたら良いのだ

ろうか｡成人看護学総論(系統看護学講座11

医学書院)23)の中では,主な看護活動の場と

して　A　入院患者の看護　B　外来におけ

る看護　C　訪問看護　D　中間施設･ホー

ムナ-シソグにおける看護　E　地域看護

F　産業衛生看護　G　学校における公衆衛

生看護活動　と,分析しているo　この構成で

みると,地域看護が意味している｢地域｣は,

医療施設,事業所,学校などを除いた場をさ

している｡メヂカルの看護学大辞典が,施設

内看護に対し地域看護と言うとき意味してい

る｢地域｣とも異なる24)0

看護を受ける側からみると自分の生活して

いる場は,病院も職場も学校も日常生活に関

連した地域社会のなかにある｡ ｢地域｣には

家庭,病院,学校,企業など,あらゆる場が
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図1 ｢地域看護｣のカテゴリー
ー主な看護活動の場を中心にみたとき-

(診　地域君蕗

(系統看護学講座11.医学書院, 1988　による)

あり,それぞれに特有の看護問題があり,香

護技術と実践が伴う｡それで,看護活動の場

を中心に｢地域看護｣を見たとき, ｢地域看護｣

は,図1⑧に示すように,これらあらゆる看

護の場の実践領域すべてを包括した概念と考

えた方が良いと考えられる｡ (図1⑧参照)

さらに,補足すると｢地域｣の単位は,看

護を受ける住民を主体に考えたとき,決して

行政で区切られた地区を地域単位と考えるの

紘,適切ではない｡ ｢共通する健康問題とか,

共通する保健,医療要求を代表する人間の社

会的集団を包括する概念として用いられてい

ると考えざるを得ない｣25)と言われるように

地域の単位は,住民の保健上のニーズに基づ

いて考えられるべきであろう｡

3.2　｢公衆衛生看護学実習｣から｢地域看護

実習｣に変更した理由

｢公衆衛生看護｣の実践では,看護技術に

加え疫学,統計学,社会学,衛生行政などの

知識と,それらを使い住民に援助できる技術

が必要となる｡ ｢公衆衛生看護｣では, ｢個｣

に対する看護にプラスして, ｢集団｣に対す

る看護過程の技術を用いアプローチしていく｡

現在3年制看護短大のカリキュラムでは,

(筆者等の考え)

病院の施設内で病気をもった｢個｣に対する

看護が主で, ｢集団｣に対する看護過程の学

習は含まれていない｡つまり3年制の看護教

育では, ｢公衆衛生看護｣の実践を教育目標

においていない｡

看護は, ｢個｣のみならず｢集団｣に対し

ても,同時に理解し看護を実践していく能力

を身に付けていることが,望ましいと考えら

れるが,現実的に看護教育3年間では,まず

個に対する看護の基礎を身に付けるのが先決

であり,また,それだけで精一杯である｡学

生は,まず臨床の患者の看護から学んでいく｡

学生が,臨床実習で看護をして行くとき,

その人について例えば次のようなことを理解

する必要がでてくる｡　･どのような家に住

んでいるのか　･どのような家族構成のなか

で,どのような家族内の人間関係の中で暮ら

しているのか　･どのような隣近所付き合い

のなかにいるのか　･どのような仕事をして,

どのような人間関係の中にいるのか　･どの

ような地理,自然,社会環境の中に暮らして

いるか･どのような生い立ちなのか　･どの

ような暮らし向きなのか　など,過去から現

在の人間関係,経済,労働,衣,食,住にわ

たり,知る必要性が生まれる｡
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実習において学生は,病気をもった個人の

理解を糸口として,その家族,職場,学校な

どを含む地域社会-と理解の視点が広がって

いく｡個人の病気は,地域社会と関わりが深

いこと,また個人と集団の相互関係の中で,

病気が存在していることの理解へと発展して

いくだろう｡

一般に,現在の学生は,生活実感が希薄で

あると言われている26)｡自分自身が自活して

いく上での生活体験が少ないことが,反映さ

れているのであろう｡従って,学生は看護上,

例えば家族構成,保険,職業,年令を知るこ

とが,なぜ必要となるか,理解しにくい｡ま

たその事実から,看護上の問題をイメージす

ることが出来にくい｡これらを理解して,看

護が出来るようになるためには,個人のケア

を通して学んでいくことが,何より必要であ

ると考える｡

適切な看護は,患者の生活背景,つまり家

族,地域社会への理解がなければならない｡

患者のベッドサイドのケアを適切に行い,し

っかり見据えることは,その人の生活背景,

地域社会を適確にとらえることにつながる｡

従って,患者(個)から家族,地域社会(集

団)へ発展的に目をむけ理解していく方向で

実習体験をさせることを重視したカリキュラ

ムが良いと考えた｡

以上のような趣旨から,学生は｢公衆衛生

看護学｣を学ぶのではなく,地域社会の中で

生活する患者を理解し,より良い看護ができ

ることを学ぶことをねらいとし,カリキュラ

ムの名称は, ｢公衆衛生看護学実習｣でなく

｢地域看護実習｣と変更した｡

そして, ｢地域看護実習｣のねらいとする

ところは,総合看護(総合看護の概念につい

ては次節を参照のこと)の視点をもってその

人の看護ができる能力を養う,というところ

145

においた｡

3.3　カリキュラムにおける｢地域看護実習｣

の位置づけ

昭和42年に新カリキュラムが生まれた発端

紘,従来の看護が病気偏重の傾向にあったこ

とを改め,健康増進,疾病予防,リ-ビリに,

また家族,地域社会にも目を向け,人間を総

合的にみた看護が必要であるという反省から

であった27)0 ｢地域｣という言葉もこのころ

から盛んに言われ始めた28)0

ところで｢地域看護実習｣をカリキュラム

のなかでどう位置づけるかほ,看護観に基づ

く｡そして,看護の教育全体に反映する｡

全国の医療短大が｢保健所等実習｣ (仮に

保幼君法にそった呼び方をしておく)を,ど

こに位置づけ,展開しているかを見ると様々

である｡他校の様子を｢学生便覧｣から調べ

た結果,その名称,時間数は,表1に示すご

とくである｡注2)また, ｢保健所等実習｣の位

置づけをモデルで示すと,図2のようになる｡

図2　｢地域看護｣ (保健所等実習)の位置づけ

のモデル

口也域看誕｣成人の内に位置づけるo

｢地域看欝J全体に共通したものとして小児

母性､成人に位置づける｡

｢地域看艶｣全体に共通したものとして総論

に位置づける｡
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表1国立医療技術短大における｢保健所等実習｣について(S63年度現在,一部S62年度)
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｢地域看護｣は,現行のカリキュラムから

言うと, ｢小児｣ ｢母性｣ ｢成人｣を統合し,

包括する｢総論｣に位置ずけられるのが適当

かもしれない｡しかし, ｢小児｣ ｢母性｣｢成

人｣ ｢総論｣は,人間の成長発達過程からみ

た概念区分であり, ｢地域｣は,人間の生活

の場からみた概念である｡また,公衆衛生は,

これらとは異質な視点をもった概念である｡

従って, ｢地域看護｣を現行カリキュラムの

4本の柱のどこかに位置づけようとすると,

無理が生ずる｡

そこで,筆者らは, ｢小児｣ ｢母性｣ ｢成人

人｣ ｢総論｣のどこかに位置づけるよりも,

全体に関係し共通するもので,独立させて考

えた万が良いという結論に至った｡この理念

に基づき, ｢地域看護実習｣の担当者は,小

児,母性,成人,総論の全体から3名の専任

者を決めた｡

一方, ｢地域看護実習｣の理論的裏づけと

なる講義は,本来｢地域看護学｣ (仮称)と

して独立した授業が存在してもよいだろう｡

しかし,現行では, ｢成人看護学総論Ⅱ｣の

授業時間を従来より15時間増やし30時間(1

単位)とし,この中で講義を行うことにした｡

4. ｢地域看護実習｣の実施および模索

前述のごとく,看護用語の整理と｢保健所

等実習｣ 45時間の位置ずけを明確にし,昭和

62年度から新たに｢地域看護実習｣の名称で

出発した｡実習の目的,目標は,次節に示す｡

その内容,方法は,保健所における保健婦活

動に沿って見学実習していくことを主にし,

衛生教育と家庭訪問を重視した29)｡昭和62年

度までの実習中の衛生教育,家庭訪問は,保

健所により学生の体験実習が行われないこと

もあったが,昭和63年度からほ,全学生の体

験実習ができるように改めた｡ここでは,学
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内での教育も含め,その実施状況と模索して

いる点について述べる｡

4.1 ｢地域看護実習｣の目的,日標

目的:地域における保健活動①の実際を学び

地域での看護活動②を理解すると共に

総合看護③の視点をもってその人の看

護ができる能力を養う｡

目標: 1保健所の役乱　横能を理解し,住

民の健康がどのように守られている

か学ぶ

2　保健婦業務を通じて地域におる重

量墜塑②を理解する

3　訪問看護④を通じて施設内看護と

施設外看護の特徴を理解すると共に,

継続看護⑤の必要性を学ぶ

4　保健問題の解決に必要な社会資源

について学ぶ

下線を引いた看護用語については,次のよう

に理解する｡

①保健活動一人々の健康の回復,保持,堰

進のために,保健医療従事者が専門的知識,

技術をもって社会集団へ動きかける過程で

ある｡その主体は住民である30)｡

②看護活動一健康の増進,疾病の予防,育

痛の緩和と健康回復など一連の看護の目的

を達成するために保健婦,助産婦,看護婦

によって,実践される活動31)0

③総合看護一対象とする人間を全体的にと

らえ,身体的,心理的,経済的側面からそ

の人のもつ健康上のニーズを専門的知識を

もって判断し,組織化された看護職によっ

て適切で一貫した継続看護がなされること

を指す33)0

④訪問看護一看護者が,看護対象者の生活

の場注3)に出向き,その生活の場の中で

展開する看護活動を指す32)0
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⑤継続看護-ICNの定義(1969)に基づい

た意味･内容で使用する34)0

4.2　家庭訪問

学生は,一週間の実習期間中に一回,指導

保健婦に従い家庭訪問を行うことにしている｡

家庭訪問から学ぶことは多い｡学生の家庭

訪問のレポートには,次のよ　うな記事が記

されている｡ ･家庭で見る患者は,病院で見

る患者とは違うと思った｡ ･訪問してみない

と解らない問題がたくさんあることが解った

･思っていたのと現状とが大分違っていて見

なければ解らないものだということが良く解

った　･訪問前までほ3才児のことを中心に

問題をあげていったが,会ってみると3才児

というより周りの家庭に問題があることが解

って良かった･病院では解らない障害や悩

みが理解出来た,など家庭訪問により,人の

生活と健康問題について実際的な深い理解と

学びを得ていることが伺える｡

また,保健婦の活動を見て, ･保健婦さん

の対応がうまいと思った,必要なことを聞く

技術がうまい　･保健婦さんの受け答えがと

ても具体的で勉強になった　･保健婦さんが

患者と良いコミニケ-ションをとっていたの

で初めての学生が一緒でも快く話しができた

･保健婦さんの指導の仕方など見ていて私達

も病院実習の退院指導に役立つことが出来る

と思った,など保健婦の面接場面から感動的

な学びを記している学生が多い｡

ところで,長野県内17の看護学校の｢保健

所等実習｣の担当者にアンケートを依頼した

結果,家庭訪問については次のような解答が

あった｡注4) (家庭訪問を指導する側と依頼す

る側との間にずれが見られる｡これらの意

見は,主に大きな保健所に集中していた)0

･家庭訪問ケースを必ずもって行くことには

無理がある(保健所によるが) ･看護学生の

初対面の訪問に望むレベルが高い　･訪問ケ

ースについて保健所側の学生に望むレベルが

高い･出来るだけ学生の受け持った患者,

施設との係わりのある患者を訪問ケースとし

てもって行くことについて困難がある　･訪

問ケースがなかなか適当なケースがない　･

訪問ケースが学生の受け持った患者とは限ら

ず,初対面で訪問となるのほ問題　･家庭訪

問について,などであった｡

また学生の感想文の中に｢家庭訪問では,

臨床実習で受け持った患者の退院後をケース

にし,指導保健婦さんについて訪問した｡家

庭でのケアは初めてで不安であった｡しかし

保健婦さんも知らなくて,学生の処置を見て

いるだけだった｣ (要約)と記しているもの

があった｡

現実的に近年,保健婦の家庭訪問は,減少

傾向にあり,保健婦自身が,訪問ケース(常

に訪問しみている)をもっていない場合もあ

る｡また,実習に際し保健所側から訪問ケー

スをもってくるように要望があり,学生がケ

ースをもっていった場合,保健婦がそのケー

スについての,状況の把握が不充分であった

り,看護の技術が対応出来ないということも

多い｡高度な医療･看護の技術を要するケー

スが増えていることも事実である｡

看護学生が,保健所で実習するとき,家庭

訪問から学ぶことの期待は大きい｡理想的に

は,看護学生の実習では,まずベテランの保

健婦の家庭訪問を見学実習させてもらうこと

が良いと思っている｡しかし,現在の実習現

場の中で学生が,患者の介護も含めた実習体

験を得られるようにするには,どのようにし

たらよいか検討しているところである｡

4.3　学内授業における｢衛生教育｣
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衛生教育は,病院内でも行われる重要な看

護活動である｡そのため,実際に衛生教育の

体験実習は必要だと考え｢地域看護実習｣の

期間中に必ず一回は,指導者の下に体験する

ことにした｡そして,学内の授業でも,衛生

教育に関する講義と実習を62年度から組み入

れた｡例えば, 63年度には,次ぎのような20

のテーマを示し,学生に各テーマを自主的に

選ばせ,準備の後3回に分けてシュミレーシ

ョン実習した｡ ( )内は対象者を示す｡

1　3才児の朕

2　3才児のおやつ

3　3才児の虫歯予防

(1-3の対象は3才児とその母親)

4　便秘はなぜ起こるか

5　便秘の予防

6　健康的な食生活について

7　生理痛はなぜ起こるか

8　生理痛の予防

(4- 8の対象は学生及び同年代の勤労

女性)

9　在宅患者の洗髪方法

一事作りケリーバードによる-

10　在宅患者の洗髪方法

--ビリス洗髪器による-

11在宅患者の寝間着とシーツの交換

12　在宅患者の褐創の予防

13　在宅患者の褐創の予防

( 9 -13の対象は地域住民一般)

14　初潮と生理について

15　男子と女子はどうちがうか

(14, 15の対象は中学生)

16　高血圧の人の生活の注意

17　健康で明るい老年期を送るために

18　呆けないための心得

(16-18の対象は40-50才男女)

19　精神衛生-こころ豊かな日々のために
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- (看護学生)

20　精神衛生-こころ豊かな日々のために

- (40-50才女性)

その際, 9から13を選んだ学生全員が,

｢裾剣を見たことがない,在宅の病人のイメ

ージがわかない｣と言い,そのためどのよう

に衛生教育をしたら良いのか分からないから,

｢地域に出て実際に看護を見学したい｣と希

望してきた｡そのため,町村の保健婦に相談･

依頼して,学生の自主学習がはじまった｡ 4

人の学生は,僻地の村に泊り込みで出かけ実

習してきた｡ほかの学生は,在宅療養者の家

庭訪問,入浴サービスなどについて日帰り実

習した｡このことで,学生と村の保健婦,也

域住民との交流も生まれ,学生にとってはも

ちろん保健婦にとっても有意義なことであっ

た｡

学生は,訪問した家庭から,感銘を受けた

看護用具を借用してきて授業のとき披露し,

他の学生にも感銘を与えた｡また,学生は媒

体の紙芝居を作る為に自ら保育園に見学に行

った,姉の子供を相手に実演練習した,下宿

で他の学生を相手に練習した,父母や実家の

祖父母を訪ねて話しを聞いたなど,全員が自

主的にテーマに取り組んだといえる｡

学生が,興味･関心を持ち積極的に取り組

む結果につながったのは,学生自身が切実に

感じている問題をテーマにしたこと,また対

象者に実際教育していくのだという設定,こ

れらのためと思われる｡自らのテーマとつな

げながら,自らの実生活さらに地域社会に視

野をひろげ,発展する学びが出来た事は良い

ことだったと思う｡

授業における衛生教育実習の試みは,教育

上効果的であったと評価している｡この結果

を参考に次年度の計画をさらに発展させてい

きたい｡
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5. ｢地域看護実習｣の今後の課題と方向

看護学生にとって,実習場(看護の現場)

は,教育の場そのものであり,実習体験から

学ぶ意義は大きい｡学生は,看護の知識･技

術を学ぶだけでなく,看護対象者･先輩看護

職との交流の中で,生きる姿勢,人生観,価

値観,職業観なども学び取っている｡看護の

知識･技術は,後者の学びと共に習得し身に

つけていると言っても良いだろう｡その意味

で実習場における活動内容と,先輩看護職の

活動している姿は,教育そのものといえる｡

現在,当医短において看護学生の実習場は,

病院がほとんどで,次いで保健所がある｡｢地

域看護実習｣の実習場となっている保健所と

看護教育の中心をしめる実習場となっている

病院について,地域での看護(主に｢在宅ケ

ア｣について)に関して実情を見ていく｡

5.1保健所における看護活動と｢在宅ケア｣

県下の看護学校における｢保健所等実習｣

に関する意見の中で,また当地域での看護関

係者の集まりの中で,度々次のような事が指

摘され,また話題になるo注5)

･治療を続行中で退院する患者がふえてい

る,例えば,酸素,留置カルーテル,経管栄

義,薬液の持続注入など　･継続ケアは,也

域の医師,保健婦などの専門家に引き継いで

いきたいが,スムースにいかない　･上記の

ようなケースは,病院側から家庭に訪問して,

継続してケアを行うケースが増えている　･

病院から退院する患者については,病棟婦長

が市町村,また保健所の保健婦に継続訪問の

依頼をする事がある　･保健婦は,在宅訪問

看護婦と初回訪問をし,後は訪問看護婦に引

き継ぎ,任せる　･保健婦は,上記のような

訪問ケースの連絡を受けたとき,ケアの技術,

病態-の対応においてケースに応じきれない

･保健婦の家庭訪問は,近年,特に減少して

いる,などである｡

黒沢も｢公衆衛生看護の現在｣の中で35),

まず冒頭に,施設内看護婦の発言として｢『地

域の保健婦に退院患者の訪問指導を依頼した

のが受け取ってもらえない』公衆衛生看護は,

今こういう問いに直面している｣として,以

上のような問題の一般性について触れている｡

この背景となっている要因の一つに,現在

の看護,保健婦学生の実態が考えられる｡近

午,保健婦を志す学生を見ると,看護学校か

らストレートに進学する者が殆どである｡そ

して,現在の看護教育で,卒業時点での技術

面はかってと比べ劣り,卒後の継続教育に委

ねられている｡従って,祷剣の手当,清拭,

洗髪の技術も自立して提供出来難い学生が,

保健婦学校に進学するのが一般的である｡こ

の状態で保健婦になり,地域の在宅患者のケ

アを依頼されたとして,それに応じられるケ

アの提供,指導は難しいだろう｡

また,もう一つの要因として,保健婦は検

診業務の増大により訪問看護が出来難くなっ

ている,と言われている｡

ところで, ｢地域看護実習｣の主なねらい

は,在宅療養している人達の生活の実態を,

目で見て触れる機会を得,そこから,患者が

病院のベッドとは異なり,家庭･地域でどの

ように生活をして療養しているか,どんな看

護をうけているか,これらを実際に学ぶこと

である｡現在の看護学生の多くは,在宅での

患者を見たことが無く,また,触れたりした

体験をもたない人達である｡そのため,ぜひ

そのような体験実習ができる実習場が必要で

あると考えている｡そうすると, ｢地域看護

実習｣の実習場をどこに求めどう活用して行

ったら艮いかが,今後の課題になっている｡
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5.2　病院における看護活動と｢在宅ケア｣

一方,病院側からの在宅看護の現実はどう

だろうか｡

現在の医療制度のもとで病院の看護職が訪

問看護を行うことは,無理がある｡ 63%の病

院が,老人診療報酬の退院患者継続看護指導

料を請求しているが,そこからの収入は微々

たるもので, 35%の病院は｢一切収入は無い｣

と回答している36)｡従って｢病院の持ち出し,

すればするほど赤字になる｣という状況の中

で｢不採算承知で,トップとスタッフの熱意

で存続している｣という結果が示されてい

る37)｡そのため,訪問看護実施上の悩みとし

て, ｢はかの業務とのかねあいで,訪問日を

調整するのが大変である｣ ｢地域には訪問を

必要としている老人が多く,頻度も多くした

いが人員不足で出られない｣などの意見が多

く38),犠牲的努力を払って地域住民のニーズ

に答えている様子が伺える｡

以上のごとく,現在,病院の看護職が地域

へ出て看護活動を行うことは,ほとんど不可

能に近い｡従って,学生が,病院で実習する

のほベッドサイドの患者を中心に学ぶことが

主である｡

ところで,訪問看護実施者の研修希望を見

ると39) ･在宅における看護技術･家庭と

のコミニケ-ショソのもち方及び技術･訪

問看護のやり方の初歩から　･訪問看護にお

ける患者及や家庭指導の実際･家庭での看

護技術･ねたきり者の入浴,洗髪など日常

介護方法･訪問記録のあり方　など,在宅

訪問に必要な基礎的な看護技術が多く見られ

る｡

従来3年箱rJ看護教育の中では,これら在宅

看護に必要な基礎的看護技術は,ほとんど授

業に組み入れていなかった｡ 3年間の看護基
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礎教育は,どうあったら良いのか課題である｡

5.3 ｢在宅ケア｣のニーズと看護教育の課題

｢地域看護実習｣は,対象を総合的にとら

え,家庭,地域での生活を含めて理解し看護

できるようになるための貴重なカリキュラム

の一つであると考えている｡つまり, ｢地域

看護実習｣では,地域の看護の現場を見,触

れて体験できるところに大きな意義があると

考えている｡

その意味から実習場を見たとき,いくつか

の看護問題が,明らかになった｡そして,そ

れらの問題は,看護教育上の問題でもあると

言える｡それらを整理すると次のようになろ

う｡

･ ｢在宅ケア｣のニーズが高まっている現

実があるが,看護は,その対応に苦慮してい

る｡  ･従来,訪問看護を主に担ってきた保

健婦は, ｢在宅ケア｣のニーズに対応でき難

くなっている｡その原因と考えられる一つは,

検診業務の増大が言われている｡もう一つは,

高度な医療･看護技術を必要とするケースが

増えていることに伴い保健婦自身のケアの技

術が対応でき難くなっていること,があげら

れるo　･ ｢在宅ケア｣のニーズに対し,柄

院の看護職が,必要に迫られ訪問看護を始め

ている状況があるが,それは,現在の制度で

は無理が多く不可能に近い｡また,看護職は,

訪問看護に際して訪問看護のための技術が,

不十分であるとして研修を望んでいる｡　･

現在, ｢在宅ケア｣のニーズに,だれが,め

るいはどの看護職が,どのように答えていっ

たらよいのか,混沌としている｡  ･現在

｢在宅ケア｣のニーズに対して,雇い上げの

看護職と介護福祉士という新職種が登場して

きた｡ところで,ケアを受ける住民は,雇い

上げの看護職や介護福祉士でより適切な看護
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がいつでも受けられるのだろうかという疑問

がある｡

･ここで,看護を提供する側から見たとき

｢在宅ケア｣は,保健婦が行った方が良いと

考えるのか,あるいは, ｢在宅ケア｣は保健

婦の業務では無いと考えるのか,という議論

が生ずるだろう｡  ･もし,保健婦が｢在宅

ケア｣を行っていった方が良いとするなら,

現在の保健婦業務,および保健婦の質は変わ

らなければならないだろう｡　･また,もし

｢在宅ケア｣は,保健婦業務では無い,と考

えるなら,現在どの看護職が住民のニーズに

答えて行くのだろうか｡あるいは,また新し

い職種を作って行く方が良いのか｡

以上の中で, 3年間の看護教育上とくに注

目したいのは,保健婦のケアの技術について

である｡

そもそも保健婦は,熟練看護婦が,さらに

教育をうけて在宅病臥患者の家庭訪問事業を

行ったことから出発した40)｡また,公衆衛生

従事者の中で他の職種と保健婦の違いは,保

健婦のもっている看護の専門機能を十分発揮

した実践で示されてきた歴史がある｡

もし仮に,最近の保健婦は,ケアの技術が

未熟なために自ずと訪問看護に足が遠のき,

増大した目前の検診業務に追われて過ぎてい

るとしたら,これは, 3年間の看護教育を根

本的に考え直ななければならない問題ではな

いかと考えさせられている｡

前述のように,現在の3年間の看護教育に

おいて卒業時点でのケアの技術は,自立して

提供できるまでには至っていない｡ケアの技

術が,不十分なまま,もし保健婦になったと

すると,未熟な技術は実践に結びつかず,良

ずと看護に根差した活動･見方が薄れてしま

う｡従って,現在の3年間を看護基鍵教育と

考え,その後,保健婦課程に進むとすると保

健婦のケアの技術は,未熟で上記のような問

題が生ずるだろう｡

一方また, 3年間の教育の後病院で働く看

護職は,地域で訪問看護を行うのに知識,技

術が不十分だと考え研修を希望している｡

総合看護の理念を実践に生かすためには,

現在の看護基礎教育は, 3年では足りない｡

ほかの職種の教育課程と比べ,現在の看護教

育ほど学生にとって,また看護の教師にとっ

て,過密,過重なところがあるだろうか｡

過密,過重であることの教育上の幣害が議論

され,その改善のために臨床実習を減らす案

もでている｡しかし,これは,教員数,臨床

実習の受け入れ体制などの問題から,やむを

得ず臨床実習時間数を減らさざるを得ない,

ということで積極的な案として出ていること

ではないと考えられる｡前述のように,現在

の学生の実感を踏まえると,看護学生は,と

くに臨床実習,地域看護実習などの体験を通

して,看護の実践能力を身につけていくこと

が必要であると考える｡

岩崎は, ｢地域に日を向けない看護に陥る

理由には,多くのものが考えられるであろう

が,中でも看護学校における看護教育の問題

があげられなければならない｣と厳しい指摘

をしている41)0

総合看護の必要性から生まれた新カリキュ

ラムの理念は,まず教育現場の中から実践し,

板づいていかなければならないだろう｡

6.ま　と　め

1 ｢公衆衛生看護学実習｢から｢地域看護実

習｣に名称･内容変更をした背景は,近年

急速に人口の老齢化が進行する中で｢在宅

ケア｣のニーズが高まっていることがある｡

変更した経過は,昭和58年にこの単元の

責任担当者が退職したことで,後任の分担
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から討論が発展し,位置づけ,内容など話

し合われ,その結果,昭和63年度から名称,

内容を新たにした｡

2　｢公衆衛生看護学実習｣から｢地域看護

実習｣に変更するにあたって生じた問題と

検討したことは,次のごとくである｡

1)用語の整理をする必要があり｢継続看

護｣ ｢訪問看護｣ ｢公衆衛生看護｣ ｢地域看

護｣などの看護用語の整理を試みた｡

2)この単元の名称変更をした理由は,普

ず患者(個)から,家族,地域社会(集

団)へと発展的に理解を深めていく方向

で,実習体験させることを重視したため

である｡公衆衛生看護では,集団に対す

る看護過程の技術の習得があるが, 3年

制の看護教育では,そこまでを目標に含

めていない｡

3)この単元の位置づけは,現行カリキュ

ラムの成長発達過程にもとづいた4本の

柱のどこかに置くのではなく,全体に関

係し共通するものであると考え,これら

とは独立させて位置づけた｡

3　｢地域看護実習｣の日的,目標,内容,

方法は,地域で生活する患者のケアから出

発した実習体験にウエイトをおいて考えた｡

内容は,主に家庭訪問と衛生教育を重視し

た｡衛生教育では,学内でのシュミレーシ

ョン実習の試みが効果的であった｡

4　看護基礎教育において,学生の実習体験

から学ぶ意義は大きい｡ ｢地域看護実習｣

の今後の課題と方向についてみると,

1) ｢地域看護実習｣のねらいにそって,

効果的な実習体験が得られるためには,

実習場をどこに求め,どう活用するか,

今後の課題である｡

2)現在の3年間の看護基礎課程の教育で

は,総合看護の理念を実現させるための
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看護の実践能力を,充分習得できないの

ではないだろうか｡第-に,現在の3年

制の看護教育は,学生にとってまた教師

にとってもゆとりがなさすぎる｡

3)看護教育にゆとりを持たせるために必

要なことは,教育年数を増すこと,看護

教師を増すことだと考える｡現在の看護

学生には,とくに臨床および地域での体

験実習が,必要であると考える｡

4)総合看護の理念に基づいた看護の実践

が育つためには,まず教育の場からそれ

が板づいていくように,努力しなければ

ならないだろう｡
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注

注1) ｢在宅ケア｣とは, ｢在宅の心身障害児(者),

難病患者,寝たきり老人,一人暮らし老人など

に,日常生活の維持をはかるため,もしくは身

辺の介助をとうして対象者の能力の維持,回復

発達などをはかるためになされる援助を総称し

ていう｣ (メジカル看護学大辞典1985)の意味

で使用する｡

注2)全国19の各医療技術短期大学部における

1987年, 1988年の学生便覧を参考にした｡

注3)メジカルの｢看護学大辞典｣では,自宅と

なっているが生活の場と改めた｡なお｢ユニソサ

イクロペチア看護辞典｣ (1984)では;訪問看

護の意味が日本看護協会が示している内容と同

じになっている｡筆者は,前述したごとくの内

容で,メジカル｢看護学大辞典｣の定義を一部

改め使用する｡訪問先は自宅に限らず,例えば

仕事の場,帰省先を一時的,あるいは長期に生

活の場にしていることがあるから,この表現の
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ほうが適切だと考える｡

注4)長野県下全体の高等看護学院17ヶ所に,昭

和62年度現在の｢保健所等実習｣についてのア

ンケートを依顕した結果に基づく｡回収率は

100%であった｡

牲5)厚生省特定疾患｢難病のケアシステム｣調

査研究班(班員　牛込三和子)において,松本

地区の看護関係者が集会をもっている｡
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